
ビジネス・レーバー・モニター調査

Business Labor Trend 2012.8

54

　

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
確
保
や

過
重
労
働
の
防
止
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策

等
の
観
点
か
ら
、
近
年
、
労
働
時
間
や
休
暇

等
制
度
の
あ
り
方
を
見
直
す
動
き
が
み
ら
れ

る
。
当
機
構
調
査
・
解
析
部
で
は
六
月
四
日

か
ら
二
五
日
に
か
け
て
、
企
業
モ
ニ
タ
ー
八

六
社
及
び
業
界
団
体
四
八
組
織
に
対
し
、
ビ

ジ
ネ
ス
・
レ
ー
バ
ー
・
モ
ニ
タ
ー
調
査
（
特

別
調
査
）
を
実
施
し
た
。
労
働
時
間
や
休
暇

等
を
め
ぐ
る
現
状
は
ど
う
か
、
時
間
外
等
割

増
率
の
引
き
上
げ
な
ど
改
正
労
働
基
準
法
の

施
行
（
二
〇
一
〇
年
四
月
）
に
企
業
は
ど
う

対
応
し
た
の
か
、
ま
た
、「
勤
務
間
イ
ン
タ
ー

バ
ル
規
制
」
や
「
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
（
国
際
会
計
基

準
）
の
導
入
に
伴
う
繰
越
し
年
休
問
題
」
な

ど
の
検
討
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
こ
う
し
た
喫
緊
の
課
題
つ
い
て
、
企
業

四
二
社
（
有
効
回
答
率
四
八
・
八
％
）
と
業

界
団
体
三
九
組
織
（
同
八
一
・
三
％
）
か
ら

得
ら
れ
た
回
答
を
集
計
し
た
。

［
企
業
モ
ニ
タ
ー
調
査
よ
り
］

労
働
時
間
に
つ
い
て

年
間
総
実
労
働
時
間
は
平
均
二
〇
四

二
時
間

　

調
査
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
の
正
規
労
働
者
に

関
す
る
四
月
一
日
時
点
の
状
況
を
聞
い
た
。

　

ま
ず
、
週
所
定
内
労
働
時
間
（
有
効
回
答

三
六
社
計
）
の
長
さ
を
聞
く
と
、
平
均
で
は

三
八
・
八
六
時
間
（
最
少
三
五
時
間
）
と
な
っ

た
。
ま
た
、
労
働
者
一
人
当
た
り
の
平
均
年

間
総
実
労
働
時
間
（
三
七
社
計
）
は
、
平
均

二
〇
四
二
・
三
六
時
間
で
最
長
二
五
一
五
時

間
、
最
少
一
八
五
〇
時
間
だ
っ
た
。

　

現
在
採
用
し
て
い
る
労
働
時
間
制
度
を
部

門
別
に
み
る
と
（
複
数
回
答
）、「
事
務
・
管

理
部
門
」（
四
二
社
計
）
で
は
、
予
め
始
業
・

終
業
時
刻
が
定
め
ら
れ
て
い
る
制
度
と
し
て
、

「
常
日
勤
」
が
七
一
・
四
％
で
「
交
替
制
・

シ
フ
ト
勤
務
」
が
九
・
五
％
。
逆
に
、
始
業
・

終
業
時
刻
に
柔
軟
性
が
あ
る
制
度
と
し
て
、

「
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
」
は
五
九
・
五
％
、

「
事
業
所
外
み
な
し
労
働
制
」（
四
・
八
％
）

と
「
裁
量
労
働
制
」（
一
九
・
〇
％
）
を
合
わ

せ
て
「
み
な
し
労
働
時
間
あ
り
」
が
約
四
社

に
一
社
、「
一
カ
月
単
位
ま
た
は
一
年
単
位
の

変
形
労
働
時
間
制
」
は
三
一
・
〇
％
と
な
っ

た
（
図
１
参
照
）。

　

こ
れ
に
対
し
、「
生
産
・
現
業
部
門
」（
該
当

部
門
あ
り
三
〇
社
計
）
で
他
部
門
よ
り
と
く

に
多
い
の
は
、「
交
替
制
・
シ
フ
ト
勤
務
」（
八

六
・
七
％
）
や
「
一
カ
月
単
位
ま
た
は
一
年

単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
」（
七
六
・
七
％
）

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
営
業
・
販
売
・
サ
ー

ビ
ス
部
門
」（
三
七
社
計
）
で
は
「
事
業
所
外

み
な
し
労
働
制
」（
二
九
・
七
％
）、「
技
術
・

研
究
開
発
部
門
」（
三
一
社
計
）で
は「
フ
レ
ッ

ク
ス
タ
イ
ム
制
」（
七
七
・
四
％
）
や
「
裁
量

労
働
制
」（
四
一
・
九
％
）
が
相
対
的
に
多
く

な
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
こ
う
し
た
労
働
時
間
制
度
の
う
ち
、

最
近
五
年
間
に
導
入
し
た
も
の
が
「
あ
る
」

企
業
は
一
六
・
二
％
だ
っ
た（「
な
し
」七
三
・

〇
％
、
無
回
答
一
〇
・
八
％
）。

　

労
働
時
間
制
度
の
導
入
状
況
を
、
同
一
回

答
企
業
の
二
〇
〇
三
年
時
点
で
の
調
査
結
果

と
比
較
す
る
と
、「
事
務
・
管
理
部
門
」
や
「
生

産
・
現
業
部
門
」
で
は
「
常
日
勤
」
が
や
や

減
少
し
、「
変
形
労
働
時
間
制
」
な
ど
、
労
働

時
間
を
柔
軟
化
す
る
方
向
で
導
入
が
進
ん
で

き
た
こ
と
が
分
か
る
。こ
れ
に
対
し
、「
営
業
・

販
売
・
サ
ー
ビ
ス
部
門
」
で
も
「
裁
量
労
働

制
」
や
「
変
形
労
働
時
間
制
」
な
ど
の
導
入

が
拡
が
っ
て
き
た
も
の
の
、
一
方
で
は
「
常

日
勤
」
な
ど
予
め
始
業
・
終
業
時
刻
を
設
定

す
る
動
き
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
、「
技
術
・
研

究
開
発
部
門
」
で
は
、「
裁
量
労
働
制
」
や
「
変

形
労
働
時
間
制
」
の
割
合
が
減
少
し
、
代
わ

り
に
「
事
業
場
外
み
な
し
労
働
制
」
の
導
入

が
進
み
つ
つ
あ
る
。

過
去
五
年
間
に
四
割
超
が
割
増
率
を

引
き
上
げ

　

時
間
外
労
働
等
の
割
増
賃
金
率
に
つ
い
て

は
、「
通
常
の
労
働
に
お
け
る
時
間
外
労
働
の

場
合
」（
四
二
社
計
）
は
平
均
二
七
・
一
九
％

（
最
高
三
五
％
）
で
、「
時
間
外
労
働
が
深
夜

に
及
ん
だ
場
合
（
通
常
の
時
間
外
割

増
に
深
夜
（
二
二
時
か
ら
翌
朝
五
時

ま
で
）分
の
割
増
を
加
え
た
も
の
）」

（
四
二
社
計
）は
平
均
五
四
・
四
〇
％

と
な
っ
た
（
最
高
八
〇
％
）。
ま
た
、

「
労
基
法
上
の
休
日
労
働
の
場
合（
深

夜
に
及
ば
な
い
場
合
）」（
四
一
社
計
）

は
平
均
三
七
・
七
三
％
（
最
高
五

五
％
）、「
社
内
規
定
上
の
休
日
労
働

の
場
合（
深
夜
に
及
ば
な
い
場
合
）」

（
三
九
社
計
）は
平
均
三
四
・
七
九
％

（
最
高
五
五
％
）、「
交
替
勤
務
者
で

所
定
内
労
働
が
深
夜
に
及
ん
だ
場

合
」（
三
二
社
計
）
は
平
均
三
六
・
七

四
％
（
最
高
八
〇
％
）
―
―
と
な
っ

て
い
る
。

　

過
去
五
年
間
に
、
時
間
外
労
働
等

の
割
増
賃
金
率
を
変
更
し
た
か
ど
う

か
に
つ
い
て
は
、「
変
更
し
た
」
企
業

（
四
二
・
九
％
）
が
四
割
を
超
え
た

（「
変
更
な
し
」
五
七
・
一
％
）。
自

由
記
述
を
み
る
と
、
労
働
基
準
法
の

改
正
に
伴
い
「
一
カ
月
六
〇
時
間
以

上
の
時
間
外
労
働
部
分
に
対
す
る
割

増
率
を
五
〇
％
へ
引
き
上
げ
た
」
と

す
る
企
業
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。

一
方
、「
業
績
悪
化
に
伴
う
緊
急
避
難

労
働
時
間
・
休
暇
の
現
状
と
課
題

<

企
業
・
業
界
モ
ニ
タ
ー
の
回
答
を
集
計>

図１　部門別にみた労働時間制度の導入状況 （％）
ｎ

（＝当該部
門あり）

常日勤 交替制
シフト勤務

フレックス
タイム制

事業所外
みなし
労働制

裁量
労働制

変形労働
時間制

２０1２年現在
生産・現業部門 3０ ８3.3 ８6.7 ２０.０  3.3 76.7 
事務・管理部門 4２ 71.4  ９.5 5９.5  4.８ 1９.０ 31.０ 
営業・販売・
サービス部門 37 75.7 ２7.０ 56.８ ２９.7 ２4.3 4０.5 

技術・研究開発部門 31 64.5 16.1 77.4 1２.９ 41.９ ２２.6 
２００3年時点

生産・現業部門 ２８ ８９.3 ８２.1 ２1.4  3.6 6０.7 
事務・管理部門 4２ 76.２  ２.4 5９.5  ０.０ 11.９ ２3.８ 
営業・販売・
サービス部門 4０ 6２.5 ２２.5 47.5 3０.０  5.０ 3２.5 

技術・研究開発部門 31 71.０  6.5 ８０.6  ０.０ 4８.4 3２.3 

特別
調査
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措
置
と
し
て
、
法
定
を
上
回
っ
て
い
た
時
間

外
労
働
等
割
増
率
を
一
時
的
に
法
定
通
り
に

変
更
し
た
」（
機
械
）
や
、「
残
業
割
増
率
は
す

べ
て
法
定
割
増
率
に
改
定
し
、
そ
の
差
分
は

本
俸
を
増
額
し
た
」（
印
刷
）
と
い
っ
た
回
答

も
み
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
関
連
す
る
課
題
と
し
て
、「
労
働
組

合
か
ら
の
要
求
で
所
定
休
日
の
割
増
率
を
上

げ
た
た
め
、
所
定
休
日
労
働
の
削
減(

休
日

労
働
の
平
日
残
業
へ
の
シ
フ
ト
）
に
努
め
て

い
る
」（
造
船
・
重
機
）
や
、「
月
四
五
時
間
超

の
時
間
外
労
働
に
対
す
る
割
増
率
は
五
〇
％

に
す
る
努
力
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
た
め
、

時
間
外
労
働
を
今
後
二
年
間
で
、
月
四
五
時

間
以
内
に
抑
制
し
た
い
」（
機
械
）
と
い
っ
た

記
述
も
あ
る
。

　

時
間
外
労
働
等
割
増
率
の
「
変
更
が
あ
っ

た
」
場
合
に
、
変
更
前
後
で
労
働
者
の
所
定

外
労
働
時
間
の
総
量
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が

あ
っ
た
か
聞
く
と
、「
所
定
外
労
働
時
間
が
長

く
な
っ
た
」
が
五
・
六
％
に
対
し
、「
所
定
外

労
働
時
間
が
短
く
な
っ
た
」
は
一
六
・
七
％

で
、「
所
定
外
労
働
時
間
は
変
わ
ら
な
い
」
が

七
二
・
二
％
、「
分
か
ら
な
い
」
が
〇
・
〇
％

だ
っ
た
（
無
回
答
五
・
五
％
）。

約
一
割
が
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
規

制
を
導
入

　

個
別
労
働
組
合
等
と
の
合
意
に
基
づ
き
、

終
業
時
か
ら
次
の
始
業
時
ま
で
の
間
に
一
定

時
間
の
休
息
を
置
く
ル
ー
ル
を
設
け
る
「
勤

務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
規
制
」
が
今
、
注
目
を

集
め
て
い
る
。
そ
こ
で
「
勤
務
間
イ
ン
タ
ー

バ
ル
規
制
」
の
導
入
・
検
討
状
況
を
調
査
す

る
と
、
既
に
「
導
入
し
て
い
る
」
企
業
が
約

一
割
（
九
・
五
％
）
あ
る
一
方
、「
導
入
に
向

け
て
検
討
中
で
あ
る
」
と
「
導
入
を
検
討
し

た
が
導
入
し
な
い
こ
と
に
し
た
」
は
と
も
に

〇
・
〇
％
で
、
未
だ
「
検
討
し
て
い
な
い
が

同
規
制
に
対
す
る
関
心
は
あ
る
」
が
一
六
・

七
％
、「
導
入
を
検
討
す
る
つ
も
り
は
な
い
」

が
七
三
・
八
％
だ
っ
た
（
図
２
）。

　
「
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
規
制
」
を
「
導

入
し
て
い
る
」
場
合
の
具
体
的
な
内
容
に
は
、

「
バ
ス
運
転
士
を
休
息
九
時
間
以
上
と
し
て

い
る
」（
鉄
道
）
や
「
前
日
の
勤
務
終
了
後
、

翌
日
の
勤
務
開
始
ま
で
に
原
則
一
〇
時
間
の

間
隔
を
空
け
て
い
る
」（
情
報
通
信
、百
貨
店
）、

「
終
業
か
ら
始
業
ま
で
一
二
時
間
以
上
空
け

る
こ
と
を
、
勤
務
シ
フ
ト
表
作
成
時
の
ル
ー

ル
と
し
て
い
る
」（
外
食
）
―
―
と
い
っ
た
記

述
が
あ
っ
た
。

長
時
間
労
働
の
未
然
防
止
策

　

こ
う
し
た
な
か
、
長
時
間
労
働
を
予
防
す

る
た
め
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、直
接
的
・

間
接
的
に
働
き
掛
け
る
も
の
と
し
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
自
由
記
述
が
あ
っ
た
。

　

ま
ず
、
多
か
っ
た
の
は
「
定
時
退
社
日

（
ノ
ー
残
業
デ
ー
）
の
設
定
」（
週
一
回
＋
給

与
・
賞
与
支
給
日
等
）
や
「
オ
フ
ィ
ス
の
一

斉
消
灯
」「
業
務
の
効
率
化
や
生
産
性
の
向
上

な
ど
を
目
的
と
し
た
全
社
運
動
の
実
施
」
と

い
っ
た
、
間
接
的
に
雰
囲
気
を
醸
成
す
る
取

り
組
み
だ
。
ま
た
、
長
時
間
労
働
の
防
止
策

と
し
て
「
有
給
休
暇
の
取
得
を
促
進
」
す
る

企
業
も
多
い
。
年
次
休
暇
の
計
画
的
付
与
を

は
じ
め
、
ア
ニ
バ
ー
サ
リ
ー
休
暇
や
誕
生
日

休
暇
な
ど
特
別
休
暇
も
活
用
し
、
一
日
／
月

以
上
の
消
化
を
促
進
し
て
い
る
。

　

一
方
、
よ
り
直
接
的
な
取
り
組
み
と
し
て

多
く
み
ら
れ
た
の
は
、
機
械
的
な
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
と
、
上
司
の
連
帯
責
任
に
よ
る
管
理
強

化
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、「
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
入

退
室
デ
ー
タ
管
理
シ
ス
テ
ム
の
運
用
に
よ
る

超
過
勤
務
状
況
や
、
パ
ソ
コ
ン
利
用
状
況
の

見
え
る
化
と
、
そ
れ
を
利
用
し
た
責
任
者
に

よ
る
管
理
の
徹
底
」（
警
備
）、「
全
社
単
位
、

分
社
単
位
、
事
業
場
単
位
で
の
時
間
外
労
働

時
間
の
見
え
る
化
と
注
意
喚
起
」（
電
機
）、

「
人
事
と
内
部
監
査
部
門
で
労
働
時
間
を
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
。
労
働
時
間
の
と
く
に
長
い
従

業
員
の
所
属
部
門
に
は
改
善
計
画
の
提
出
を

求
め
る
」（
玩
具
等
販
売
）
ほ
か
、「
長
時
間
労

働
社
員
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
と
指
導
、
偏
っ
て
長

時
間
労
働
者
が
発
生
し
た
場
合
は
上
長
へ
の

ア
ナ
ウ
ン
ス
と
指
導
も
実
施
」（
出
版
）、「
長

時
間
労
働
の
恐
れ
が
あ
る
者
に
つ
い
て
、
所

属
上
司
に
ア
ラ
ー
ム
で
警
告
・
指
導
」（
食
品
）、

「
長
時
間
労
働
の
実
績
情
報
を
基
に
、
当
該

管
理
職
に
再
発
防
止
策
の
検
討
を
指
示
」（
情

報
通
信
）
―
―
と
い
っ
た
記
述
が
み
ら
れ
る
。

　

関
連
し
て
、「
時
間
外
労
働
・
休
日
労
働
は

上
司
の
指
示
／
事
前
申
請
を
基
本
と
し
て
い

る
」（
機
械
）
や
「
所
定
外
労
働
（
と
く
に
毎

日
二
二
時
以
降
、
毎
週
水
曜
の
定
時
以
降
及

び
休
日
出
勤
）
は
人
事
・
勤
労
部
門
へ
の
申

請
制
と
し
て
い
る
」（
化
学
）
な
ど
、
時
間
外

労
働
等
の
発
生
自
体
を
管
理
す
る
取
り
組
み

も
強
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

ま
た
、「
残
業
時
間
は
①
月
当
た
り
上
限
八

〇
時
間
②
月
四
五
時
間
超
は
年
間
六
回
ま
で

③
半
期
三
〇
〇
時
間
以
内
と
し
、
④
連
続
出

勤
は
七
日
以
内
を
原
則
化
」（
窯
業
）
や
、「
①

時
間
外
労
働
が
月
四
〇
時
間
を
超
え
る
場
合

は
上
司
に
よ
る
体
調
チ
ェ
ッ
ク
②
月
六
〇
時

間
を
超
え
る
場
合
は
担
当
役
員
と
総
務
部
長

が
面
接
指
導
（
自
己
チ
ェ
ッ
ク
表
に
基
づ
き

面
接
）
③
月
八
〇
時
間
を
超
え
る
場
合
は
①

②
に
加
え
産
業
医
に
よ
る
面
接
指
導
を
実

施
」（
機
械
）の
よ
う
に
、一
律
的
な
数
値
ル
ー

ル
を
設
け
て
い
る
企
業
も
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
業
務
の
平
準
化
・
人
員
の
応
援

体
制
」（
非
鉄
）
や
、「
適
正
な
人
員
配
置
を
徹

底
。
上
長
は
部
下
が
毎
日
報
告
し
て
い
る
勤

務
表
を
、
原
則
と
し
て
一
週
間
に
一
度
は
確

認
し
、
労
働
時
間
の
管
理
と
業
務
・
働
き
方

の
見
直
し
を
実
施
」（
ガ
ス
）
と
い
っ
た
、
業

務
の
棚
卸
し
に
遡
っ
て
残
業
の
発
生
防
止
に

努
め
て
い
る
企
業
も
少
な
く
な
い
。

　

関
連
し
て
、「
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
導

入
と
業
務
効
率
化
の
検
討
」（
鉄
道
）
や
「
長

時
間
残
業
撲
滅
の
た
め
の
勤
務
体
制
を
導
入

（
常
日
勤
部
門
へ
の
個
別
ま
た
は
チ
ー
ム
毎

の
時
差
出
勤
制
、
半
日
代
休
制
、
一
カ
月
及

び
一
年
単
位
の
変
型
労
働
時
間
制
）」（
印
刷
）、

「
よ
り
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
働
き
方
の
実
現（
裁

量
労
働
制
の
適
用
等
）」
―
―
（
自
動
車
）

な
ど
、
長
時
間
労
働
対
策
と
し
て
労
働
時
間

制
度
を
見
直
す
動
き
も
あ
る
。

　

ま
た
、「
労
使
一
体
と
な
り
タ
イ
ム
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
推
進
活
動
・
業
務
改
善
運
動
を
実

施
」（
旅
行
）
や
「
専
属
部
署
を
設
け
、
組
合

図２ 「勤務間インターバル規制」の導入状況

導入して

いる

9.5%

導入に向けて

検討中である
0.0%

導入を検討したが、

導入しないことにした
0.0%

検討していないが、

同規制に対する

関心はある

16.7%

導入を検討する

つもりはない

73.8%
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と
共
に
防
止
活
動
」（
ア
パ
レ
ル
）、「
定
時
退

社
日
に
労
使
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
」（
電
機
）

を
は
じ
め
、「
労
使
で
労
働
時
間
合
理
化
委
員

会
を
立
ち
上
げ
、
継
続
し
て
対
策
を
検
討
し

て
き
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
代
休
の
取
得
、

工
事
の
現
場
移
動
の
間
に
休
暇
を
取
得
さ
せ

る
な
ど
、
実
質
的
な
施
策
に
結
び
付
い
て
い

る
」（
建
設
）
と
い
う
よ
う
に
、
労
使
の
協
同

で
成
果
を
上
げ
て
い
る
と
の
報
告
も
あ
っ
た
。

休
暇
に
つ
い
て

年
休
取
得
率
（
繰
越
分
含
む
）
は 

四
八
・
六
％

　

主
な
週
休
制
度
（
も
っ
と
も
多
く
の
労
働

者
に
適
用
さ
れ
て
い
る
週
休
制
度
）
の
導
入

状
況
に
つ
い
て
は
、「
完
全
週
休
二
日
制
」
が

八
一
・
〇
％
、「
そ
の
他
の
週
休
二
日
制
」（
月

三
回
や
隔
週
、
月
二
回
、
月
一
回
の
週
休
二

日
制
な
ど
、
実
質
的
に
完
全
週
休
二
日
制
よ

り
休
日
数
が
少
な
い
も
の
）
は
一
四
・
三
％
、

「
週
休
一
日
ま
た
は
一
日
半
制
」は
〇
・
〇
％
、

「
そ
の
他
」
が
四
・
八
％
と
な
っ
た
。
こ
れ

を
、
同
一
回
答
企
業
の
二
〇
〇
三
年
時
点
で

の
調
査
結
果
と
比
較
す
る
と
、「
完
全
週
休
二

日
制
」
は
八
一
・
〇
％
、「
そ
の
他
の
週
休
二

日
制
」
は
一
六
・
七
％
、「
週
休
一
日
ま
た
は

一
日
半
制
」
は
〇
・
〇
％
で
、「
そ
の
他
」
が

二
・
四
％
と
大
き
な
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。

　

年
次
有
給
休
暇
の
最
高
付
与
日
数
（
繰
越

分
を
除
く
）（
四
二
社
計
）
は
平
均
二
一
・
〇

二
日
（
最
多
三
〇
日
）
で
、
労
働
者
一
人
当

た
り
の
繰
越
分
を
除
く
年
次
有
給
休
暇
取
得

率
（
回
答
の
あ
っ
た
二
九
社
計
）
は
平
均
五

四
・
九
七
％
（
最
高
一
〇
〇
％
・
最
低
九
・

五
％
）
だ
っ
た
。
ま
た
、
労
働
者
一
人
当
た

り
の
、
繰
越
分
を
含
む
年
次
有
給
休
暇
取
得

率
（
二
七
社
計
）
も
聞
い
て
み
る
と
、
平
均

で
四
八
・
五
八
％
（
最
高
九
一
・
四
％
・
最

低
一
二
・
三
％
）
と
な
っ
た
。

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
導
入
に
伴
う
繰
越
有
休
問

題
は
一
割
が
対
応
済

　

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
（
国
際
会
計
基
準
）
が
導
入
さ

れ
る
と
（
二
〇
一
〇
年
三
月
期
決
算
よ
り
任

意
適
用
）、
未
取
得
の
有
給
休
暇
が
引
当
金

（
債
務
）
と
し
て
計
上
さ
れ
、
企
業
の
業
績

評
価
に
影
響
す
る
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
導
入
に
伴

う
有
休
の
繰
越
し
問
題
を
め
ぐ
る
課
題
意
識

の
有
無
と
対
応
状
況
に
つ
い
て
聞
く
と
、「
既

に
対
応
策
を
策
定
し
た
」
が
約
一
割
（
九
・

五
％
）
で
、「
課
題
意
識
が
あ
り
、
人
事
部
で

対
応
策
の
検
討
を
始
め
て
い
る
」
も
一
一
・

九
％
あ
っ
た
（
図
３
）。
一
方
、「
課
題
意
識

は
な
い
」
は
二
三
・
八
％
に
と
ど
ま
っ
た
が
、

も
っ
と
も
多
か
っ
た
の
は
「
課
題
意
識
は
あ

る
が
検
討
は
始
め
て
い
な
い
」の
四
二
・
九
％

で
、
関
心
は
高
い
も
の
の
対
策
は
追
い
つ
い

て
い
な
い
現
状
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る

（
無
回
答
一
一
・
九
％
）。

　

自
由
記
述
で
は
、「
既
に
対
応
策
を
策
定
し

た
」
場
合
の
具
体
的
内
容
と
し
て
、「
年
休
取

得
に
お
い
て
当
年
付
与
分
か
ら
取
得
す
る
と

い
う
、
取
得
順
位
の
変
更
」（
情
報
通
信
）
な

ど
の
回
答
が
み
ら
れ
た
。

三
社
に
一
社
が
年
休
取
得
目
標
あ
り

　

一
方
、
年
休
取
得
率
や
年
休
取
得
日
数
な

ど
の
目
標
を
定
め
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、

「
年
休
取
得
率
の
目
標
の
み
を
設
定
し
て
い

る
」（
九
・
五
％
）、「
年
休
取
得
日
数
の
目
標

の
み
を
設
定
し
て
い
る
」（
一
六
・
七
％
）、「
年

休
取
得
率
及
び
取
得
日
数
双
方
に
つ
い
て
目

標
を
設
定
し
て
い
る
」（
二
・
四
％
）、「
上
記

以
外
の
目
標
を
設
定
し
て
い
る
」（
七
・
一
％
）

を
合
わ
せ
て
三
社
に
一
社
だ
っ
た
。「
い
ず

れ
の
目
標
も
設
定
し
て
い
な
い
」
が
六
四
・

三
％
を
占
め
た
。

年
休
の
計
画
的
付
与
導
入
は
半
数
超

　

年
休
の
計
画
的
付
与
制
度
に
つ
い
て
は
、

「
導
入
し
て
い
る
」
が
五
四
・
八
％
に
対
し
、

「
導
入
し
て
い
な
い
」
が
四
五
・
二
％
と
拮

抗
し
て
い
る
。「
導
入
し
て
い
る
」
場
合
の

具
体
的
内
容
（
複
数
回
答
）
と
し
て
は
、「
事

業
場
全
体
の
休
業
に
よ
る
一
斉
付
与
方
式

（
い
わ
ゆ
る
一
斉
年
休
）」
が
三
四
・
八
％
、

「
班
・
グ
ル
ー
プ
別
な
ど
の
交
代
制
付
与
方

式
」
が
〇
・
〇
％
、「
年
次
有
給
休
暇
付
与
計

画
表
に
よ
る
個
人
別
付
与
方
式
（
個
人
の
希

望
も
聴
き
な
が
ら
、
業
務
の
都
合
な
ど
に
よ

り
取
得
時
季
を
調
整
す
る
方
式
）」
が
三
四
・

八
％
、「
そ
の
他
」（「
一
斉
付
与
方
式
と
個
別

付
与
方
式
」
や
「
班
・
グ
ル
ー
プ
別
な
ど
交

代
制
付
与
方
式
と
個
別
付
与
方
式
」
な
ど
複

数
方
法
を
併
用
）
が
二
六
・
一
％
だ
っ
た
（
無

回
答
四
・
三
％
）。

年
休
以
外
の
休
暇
制
度
の
整
備
状
況

　

現
在
、
年
休
以
外
で
採
用
し
て
い
る
休
暇

制
度
の
整
備
状
況
を
聞
く
と
（
複
数
回
答
）、

「
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
休
暇
（
一
定
の
勤
続
年
数

で
与
え
ら
れ
る
特
別
休
暇
）」
が
六
四
・
三
％
、

「
教
育
訓
練
休
暇
（
自
己
啓
発
、
研
修
な
ど

の
た
め
の
特
別
休
暇
）」
が
四
・
八
％
、「
子

や
家
族
の
看
護
休
暇
」
が
八
一
・
〇
％
、「
介

護
休
暇
」
が
八
一
・
〇
％
、「
病
気
休
暇
」
が

二
八
・
六
％
、「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇
」
が
四

〇
・
五
％
、「
慶
弔
休
暇
」
が
一
〇
〇
％
、「
メ

モ
リ
ア
ル
休
暇
」
が
九
・
五
％
、「
夏
季
特
別

休
暇
（
年
次
有
給
休
暇
以
外
の
夏
休
み
）」

が
四
二
・
九
％
、「
年
末
年
始
休
暇
（
年
次
有

給
休
暇
、
法
定
祝
日
以
外
の
特
別
休
暇
）」

が
五
四
・
八
％
、「
そ
の
他
」
が
三
五
・
七
％

な
ど
と
な
っ
た
（
図
４
参
照
）。

　

そ
の
他
の
休
暇
と
し
て
は
、「
結
婚
休
暇
」

「
配
偶
者
の
出
産
時
休
暇
」
の
ほ
か
、「
転
勤

時
の
赴
任
休
暇
」や「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
休
暇
」

「
フ
レ
ッ
ク
ス
休
暇
」「
公
民
権
の
行
使
休

暇
」「
災
害
休
暇
」
―
―
な
ど
の
記
述
が
み
ら

れ
る
。

　

一
方
、
同
一
回
答
企
業
の
二
〇
〇
三
年
時

点
の
調
査
結
果
を
み
る
と
、「
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

休
暇
」
の
導
入
割
合
は
六
一
・
九
％
、「
教
育

訓
練
休
暇
（
自
己
啓
発
、
研
修
な
ど
の
た
め

の
特
別
休
暇
）」
は
二
・
四
％
、「
子
や
家
族

の
看
護
休
暇
」は
二
六
・
二
％
、「
病
気
休
暇
」

は
二
八
・
六
％
、「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇
」
は

二
一
・
四
％
、「
メ
モ
リ
ア
ル
休
暇
」
は
九
・

五
％
、「
そ
の
他
」が
三
八
・
一
％
な
ど
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
間
、
育
児
介
護
休
業
法
の
改

正
（
二
〇
〇
五
年
）
に
伴
い
義
務
化
さ
れ
た

「
看
護
休
暇
」
や
、
東
日
本
大
震
災
等
で
関

図３　国際会計基準の導入に伴う繰越し年休の取扱い
に関する課題意識

既に

対応策を

策定した, 
9.5% 

課題意識があり、

労使で対応策の検討

を始めている, 0.0% 

課題意識があり、

人事部で対応策の

検討を始めている, 
11.9% 

課題意識はあるが、

検討は始めていない,
42.9%

課題意識はない,  
23.8% 

無回答,  
11.9% 

ｎ＝42 （全有効回答企業）
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心
・
ニ
ー
ズ
の
高
ま
っ
た
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

休
暇
」
等
の
普
及
が
大
き
く
前
進
し
て
き
た

こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
の
う
え
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
休
暇

の
現
在
の
最
大
付

与
日
数
は
、「
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
休
暇

（
一
定
の
勤
続
年

数
で
与
え
ら
れ
る

特
別
休
暇
）」
が

平
均
八
・
三
六
日

（
最
低
二
日
・
最

高
三
〇
日
）、「
教

育
訓
練
休
暇
（
自

己
啓
発
、
研
修
な

ど
の
た
め
の
特
別

休
暇
）」
が
平
均

三
五
・
〇
日
、「
子

や
家
族
の
看
護
休

暇
」が
平
均
二
二
・

九
六
日
（
最
低
五

日
・
最
高
三
六
五

日
）、「
介
護
休
暇
」

が
平
均
九
三
・
七

九
日（
最
低
五
日
・

最
高
三
年
）、「
病

気
休
暇
」
が
平
均

二
〇
九
・
三
八
日

（
最
低
五
日
・
最

高
三
年
）、「
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
休
暇
」

が
平
均
一
六
九
・

八
二
日
（
最
低
三

日
・
最
高
三
年
）、

「
慶
弔
休
暇
」
が

平
均
六
・
七
四
日

（
最
低
五
日
・
最

高
一
〇
日
）、「
メ
モ
リ
ア
ル
休
暇
」
が
平
均

一
・
五
日
（
最
低
一
日
・
最
高
二
日
）、「
夏

季
特
別
休
暇
（
年
次
有
給
休
暇
以
外
の
夏
休

み
）」
が
四
・
五
九
日
（
最
低
二
日
・
最
高

八
日
）、「
年
末
年
始
休
暇
（
年
次
有
給
休
暇
、

法
定
祝
日
以
外
の
特
別
休
暇
）」
が
平
均
五
・

〇
五
日（
最
低
三
日
・
最
高
九
日
）、「
そ
の
他
」

が
平
均
一
八
・
九
二
日
（
最
低
三
日
・
最
高

一
一
二
日
）
―
―
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
休
暇
あ
り
は
約
一
割

　

な
お
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
業
務
な
ど
に
一

定
期
間
集
中
し
て
従
事
し
た
労
働
者
の
中
に
、

次
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
開
始
ま
で
に
一
定
の

連
続
休
暇
を
取
得
す
る
者
が
い
る
か
聞
い
て

み
た
と
こ
ろ
、「
社
内
の
制
度
に
基
づ
い
て
取

得
し
て
い
る
労
働
者
が
い
る
」
が
九
・
五
％
、

「
社
内
の
慣
行
に
基
づ
い
て
取
得
し
て
い
る

労
働
者
が
い
る
」
が
二
・
四
％
、「
社
内
に
制

度
も
慣
行
も
な
い
が
、
取
得
す
る
労
働
者
は

い
る
」
が
一
四
・
三
％
、「
い
な
い
／
分
か
ら

な
い
」
が
七
三
・
八
％
と
な
っ
た
。

現
在
、
直
面
す
る
休
暇
関
連
の
課
題

　

現
在
、
直
面
し
て
い
る
休
暇
関
連
の
課
題

に
つ
い
て
は
（
自
由
記
述
）、
総
じ
て
「
有

給
休
暇
の
取
得
促
進
」
を
指
摘
す
る
企
業
が

多
い
。
具
体
的
に
は
、「
休
暇
が
取
り
や
す
い

職
場
と
取
り
に
く
い
職
場
に
分
か
れ
る
。
ま

た
、
上
限
ま
で
取
る
社
員
と
取
ら
な
い
社
員

（
取
れ
な
い)

社
員
に
分
か
れ
て
し
ま
う
」

（
化
粧
品
）
な
ど
、
取
得
の
一
様
な
促
進
に

腐
心
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。
ま
た
、「
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
・
オ
フ
制
度
の
導
入
」（
鉄
道
）
や

「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇
導
入
に
向
け
、
検
討

を
行
っ
て
い
る
」（
ガ
ラ
ス
）
な
ど
、
新
た
な

休
暇
制
度
を
検
討
し
て
い
る
企
業
も
み
ら
れ

る
。

直
面
し
て
い
る
人
事
労
務
関
連
の
課
題

　

最
後
に
現
在
、
直
面
し
て
い
る
（
も
し
く

は
今
後
、
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
そ
う

な
）
人
事
労
務
関
連
の
課
題
を
聞
く
と
、
多

い
順
に
①
「
採
用
後
の
人
材
育
成
の
あ
り
方

（
中
堅
社
員
、
管
理
職
を
含
む
）」
が
七
三
・

八
％
②「
人
事
評
価
・
賃
金
制
度
の
あ
り
方
」

及
び
「
高
齢
者
の
継
続
雇
用
を
め
ぐ
る
対
応

（
法
改
正
時
の
対
応
も
含
む
）」
が
同
率
の

七
一
・
四
％
③
「
経
営
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に

伴
う
人
材
確
保
・
定
着
」
及
び
「
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
不
全
者
に
対
す
る
職
場
復
帰
や
人
事

配
置
な
ど
の
対
応
」
が
同
率
の
六
六
・
七
％

④
「
女
性
社
員
の
活
用
促
進
」
が
五
四
・
八
％

⑤
「
直
接
雇
用
の
有
期
契
約
労
働
者
へ
の
対

応
（
法
改
正
時
の
対
応
も
含
む
）」
が
五
〇
・

〇
％
⑥
「
長
時
間
労
働
の
削
減
」
が
四
七
・

六
％
―
―
な
ど
と
な
っ
た
（
図
５
）。

　

こ
の
う
ち
、
も
っ
と
も
重
要
な
課
題
に
関

す
る
自
由
記
述
を
み
る
と
、「（
高
齢
者
雇
用

安
定
法
の
改
正
に
伴
う
）
六
〇
歳
以
降
の
再

雇
用
制
度
及
び
関
連
す
る
人
事
施
策
の
検

討
・
導
入
」（
化
学
）
や
「
定
年
延
長
に
向
け

た
人
事
制
度
の
再
構
築
」（
食
品
）、「
継
続
雇

用
者
の
職
場
の
確
保
と
人
件
費
の
増
加
」（
鉄

道
）、「
法
改
正
に
伴
う
制
度
の
変
更
（
賃
金

水
準
の
検
討
）」（
機
械
）、
―
―
な
ど
、
定
年

社
員
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
指
摘
が
多
い
。

関
連
し
て
、「
継
続
雇
用
に
要
す
る
人
件
費
等

の
新
た
な
負
担
や
、
法
改
正
に
準
拠
し
た
就

業
規
則
等
の
見
直
し
、
ポ
ス
ト
不
足
に
よ
る

下
の
世
代
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
低
下
や
若

者
の
新
規
採
用
停
滞
」（
ガ
ラ
ス
）
の
ほ
か
、

「
従
業
員
が
六
〇
歳
定
年
後
の
生
活
に
不
安

な
く
現
在
の
仕
事
に
打
ち
込
む
こ
と
が
で
き
、

ま
た
、
定
年
退
職
時
に
多
様
な
選
択
が
で
き

る
環
境
の
整
備
」（
自
動
車
）
な
ど
、
定
年
後

を
折
り
込
ん
だ
人
事
処
遇
制
度
の
構
築
も
課

題
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、「
経
営
環
境
の
変
化
に
対
応
し
た
人

材
育
成
の
あ
り
方
」（
電
機
）
や
「
グ
ロ
ー
バ

図４　年休以外で採用している休暇制度の導入状況

図５　現在、直面している（もしくは今後クローズアップされてきそうな）人事労務関連の課題 (％)

休暇名 リフレッシ
ュ休暇

教育訓練
休暇

子や家族の
看護休暇 介護休暇 病気休暇 ボランティ

ア休暇 慶弔休暇 メモリアル
休暇

夏季特別
休暇

年末年始
休暇 その他

２０1２年現在
導入割合(％) 64.3 4.８ ８1.０ ８1.０ ２８.6 4０.5 1００.０ ９.5 4２.９ 54.８ 35.7 

平均付与日数(日)   ８.36 35.００ ２２.９6 ９3.7９ ２０９.3８ 16９.８２    6.74  1.5０   4.5９   5.０5  1８.９２ 
２００3年時点

導入割合(％) 61.９ ２.4 ２6.２ ２８.6 ２1.4 ９.5 3８.1 

新規採用・
中途採用へ
の対応と 

定着

経営の 
グローバル
化に伴う 

人材確保・
定着

採用後の 
人材育成の

あり方 
（中堅社員、
管理職を含

む）

人事評価・
賃金制度の

あり方

労働時間制
度のあり方

長時間労働
の削減

労働者の 
健康増進

メンタルヘ
ルス不全者
に対する 

職場復帰や
人事配置 

などの対応

職場のいじ
め・パワー
ハラスメン
トをめぐる

対応

職場の活性
化・円滑な
コミュニケ
ーションの

実現に 
向けた対応

ワーク・ラ
イフ・バラ
ンスの実現
に向けた 

対応

35.7 66.7 73.８ 71.4 33.3 47.6 3８.1 66.7 ２1.4 3８.1 45.２ 

女性社員の
活用促進

直接雇用の
有期契約 

労働者への
対応（法改
正時の対応
も含む）

間接雇用
（派遣・ 

請負）労働
者への適正

対応
（同左）

高齢者の 
継続雇用を
めぐる対応
（同左）

外国人労働
者の法的 

問題とトラ
ブル防止策

 問題社員
を出さない
体制の整備

企業内労働
組合への 

対応

個人ユニオ
ンへの対応 その他 無回答

54.８ 5０.０ 31.０ 71.4 ９.5 ２6.２ ９.5 ９.5 ２.4 ２.4 
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ル
市
場
で
活
躍
で
き
る
人
財
の
確
保
」（
印

刷
）、「
グ
ロ
ー
バ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
急

速
に
進
め
て
お
り
、
素
早
い
経
営
判
断
を
行

え
る
人
材
の
確
保
が
必
須
」（
化
粧
品
）
と

い
っ
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
対
応
も
急
務

と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
円
高
定
着
や
電

力
不
足
等
を
背
景
に
、
国
内
生
産
体
制
の
再

編
が
不
可
避
。
地
区
採
用
の
製
造
現
場
技
能

員
を
、
地
区
間
異
動
せ
ざ
る
を
得
な
い
ケ
ー

ス
が
増
加
し
て
い
る
」（
ゴ
ム
）
と
い
っ
た
指

摘
も
あ
っ
た
。

［
業
界
団
体
モ
ニ
タ
ー
調
査
よ
り
］

　

一
方
、
業
界
団
体
モ
ニ
タ
ー
の
回
答
結
果

を
み
る
と
、
業
界
全
体
の
近
年
の
時
間
外
労

働
に
つ
い
て
は
、「
増
え
た
」が
二
・
六
％
、「
や

や
増
え
た
」
が
一
二
・
八
％
に
対
し
、「
や
や

減
っ
た
」
は
二
・
六
％
、「
減
っ
た
」
は
五
・

一
％
で
、「
変
わ
ら
な
い
」
が
六
六
・
七
％
と

な
っ
て
い
る
（
無
回
答
一
〇
・
三
％
）。
増

え
た
理
由
（
自
由
記
述
）
を
み
る
と
、「
リ
ー

マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
降
、
各
社
と
も
コ
ス
ト
削

減
の
一
環
で
時
間
外
労
働
削
減
を
実
施
し
て

い
る
。
加
え
て
震
災
に
伴
う
電
力
不
足
で
操

業
率
が
下
が
り
、
時
間
外
労
働
も
減
少
し
て

い
た
が
、
昨
秋
以
降
は
若
干
増
加
傾
向
に
あ

る
」（
製
紙
）
と
い
う
。

　

一
方
、
減
っ
た
理
由
で
は
「
過
重
労
働
、

サ
ー
ビ
ス
残
業
の
撲
滅
及
び
コ
ス
ト
削
減
の

た
め
、
各
会
員
と
も
残
業
時
間
の
管
理
は
徹

底
し
て
行
っ
て
い
る
」（
非
鉄
）
な
ど
が
あ
る
。

変
わ
ら
な
い
理
由
で
は
「
外
需
中
心
の
回
復

過
程
を
辿
っ
て
お
り
、
顧
客
先
の
状
況
に

よ
っ
て
は
残
業
時
間
が
増
加
傾
向
に
あ
る
が
、

国
内
中
心
の
事
業
所
で
は
受
注
環
境
の
厳
し

さ
か
ら
生
産
も
伸
び
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、

労
働
時
間
の
状
況
は
企
業
間
で
ま
だ
ら
模

様
」（
工
作
機
械
）
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
業
界
と
し
て
労
働
時
間
制

度
や
時
間
外
労
働
を
め
ぐ
る
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
る
か
を
聞
く
と
、「
何
ら
か
の
取
り

組
み
を
行
っ
て
い
る
」
が
一
七
・
九
％
に
対

し
、「
特
段
行
っ
て
い
な
い
」
が
七
六
・
九
％

と
な
っ
て
い
る
（
無
回
答
五
・
二
％
）。
た
だ
、

行
っ
て
い
る
業
界
で
も
、
そ
の
内
容
は
「
厚

生
労
働
省
『
労
働
時
間
等
見
直
し
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
』
等
を
会
員
各
社
に
配
布
し
て
い
る
」

（
石
膏
）
な
ど
情
報
提
供
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
。

　

業
界
傘
下
企
業
に
お
け
る
「
勤
務
間
イ
ン

タ
ー
バ
ル
規
制
」
の
導
入
・
検
討
状
況
に
つ

い
て
は
、「
事
例
が
あ
る
」
業
界
が
五
・
一
％

（
水
産
、
ゴ
ム
）
で
、「
な
い
／
知
ら
な
い
」

が
大
勢
（
九
二
・
三
％
）
を
占
め
た
（
無
回

答
二
・
六
％
）。

　

現
在
、
会
員
企
業
が
直
面
し
て
い
る
労
働

時
間
関
連
の
課
題
を
聞
く
と
（
自
由
記
述
）、

「
一
部
会
員
企
業
で
、
営
業
の
み
な
し
労
働

時
間
に
つ
い
て
見
直
し
を
検
討
し
て
い
る
」

（
ゴ
ム
）
な
ど
の
記
述
が
あ
っ
た
。
同
様
に
、

休
暇
関
連
の
課
題
で
は
、「
今
春
闘
で
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
休
暇
の
新
設
あ
る
い
は
保
存
休
暇

（
残
存
年
金
積
立
分
）
の
使
途
へ
の
追
加
が

い
く
つ
か
の
労
組
か
ら
要
求
さ
れ
、
ほ
と
ん

ど
の
会
社
が
保
存
休
暇
の
使
途
で
対
応
し

た
」（
製
紙
）
や
、「
失
効
す
る
年
次
有
給
休
暇

を
一
定
程
度
保
存
す
る
保
存
休
暇
制
度
を
規

定
し
て
い
る
会
社
で
、
従
来
は
そ
の
使
途
を

私
傷
病
や
研
修
参
加
に
限
っ
て
い
た
が
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
も
拡
大
す
る
会
社
が
増

え
て
い
る
」（
鉄
道
）
―
―
な
ど
の
記
述
が
み

ら
れ
た
。（

調
査
・
解
析
部　

渡
辺
木
綿
子
）
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